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第 1章  目  的

(目  的 )

第  1 条 この基 準 は、安全管理規程 に基づ き、本 島・ 丸亀航 路 の作業 に関す る基準 を明
確 に し、 もつて翰 送 に関連す る作業 の安全 を確保 す るこ とを 目的 とす る。

第 2章   作業 体制

(作 業体制 )

第  2 条 陸上作業員及び船内作業員の配置は次の区分による。なお、陸上作業指揮者及
び船内作業指揮者は、作業遂行上必要 と認める場合は、各係の長を指名 し、その
係の作業を指揮 させることができる。

本 島 亀航 路

①  陸上作業
①乗 下船す る車両の誘導

車両誘導係    本島港  1名
丸亀港  1名

②乗 下船す る旅客の誘導

旅  客 係    本島港  1名
丸亀港  1名
、綱放 し③船舶 の離着岸桟時の綱取 り

綱取 り綱放 し係  本島港   2名
丸亀港   2名

④乗船待機 中の旅客及び車両の誘 導

駐車場、船客待合所の整理係   本島港   2名
丸亀港   2名船内作業②

①乗 下船す る車両の誘導

1名車両誘導係

②乗 下船す る旅客の誘導

1名旅  客 係
③可動橋等の船内機器の操作

1名機器操作係

i  ④固縛装置取付け、募 りⅢず し
甲板部全員固 縛 係

ただ し、陸上作業員は二つ以上の作業区分を兼務 して差 し支 えない。
「 字陸上作業指揮者嵐び船内作業指揮者は、作業現場 にあっては、腕章等の所定
の標識 をつけ、そら所在を明確 に してお くもの とする。 .

(陸 上作業指揮者 の所掌) .

:o次 の作業を行う。       i
9■琴学待攣Pの輝今■ビ事両の華翠
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②

③

乗 下船 す る旅 客及 び 車 両 の誘 導

船 舶 の離 着岸 、離 着 桟 時 の綱 取 り、綱放 し並 び に旅 客 及 び 車 両乗降 用 施 設 の
操作

④ その他旅客及び車両の乗下船に関する作業
(船 内作業指揮者の所掌 )

第  4 条 船内作業指揮者は、船長の命を受け、船内作業員 を指揮 して船舶条における次の作業を行 う。

旅 容及び車両の乗 下船 時の誘 導並びに車両の積 付 け
船舶の離着岸 時、離着桟 時 における旅客及 び車両乗 降用施 設の操作
その他旅 客及 び車 両の乗 下船 に関する作業

第 3章   危 険物等 の取扱い

(危 険物の取扱い )

第  5 条 危険物の取扱いは、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係 法令に定めるところに
よるはか、次によるもの とす る。
① 陸上作業指揮者は、危険物運送の申込みがあった ときは、直ちに、当該危険
物の分類、品目及び数量を運航管理者に報告す ること。
② 運航管理者は、報告のあった当該危険物が旅客船へ とぅ載が許 されて
いるものであるか、又所轄運輸局より指示 され た品 歯に合致するものであるか
どうかを確認の うえ、船舶への積載方法について船長 と協議 してあらか じめ指
定されている場所 に搭載す るよ う陸上作業指揮者 に指示 し、船内作業指揮者
に連絡すること。

③ 運航管理者は、運送を引受けた危険物が自転車航送に伴 うものであるときは
当該危険物の 自動車への積載状況を点検の うえ、船舶への積載方法について
前項の措置を講ず ること。
2 当社は、刀剣 、銃器、兵器その他旅客の安全を害す るおそれのある物品 (以 下「刀剣等」とぃ ぅ。 )の 運送は引き受けない。
3 陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及 び小荷物、自動車の積
積載貨物その他の物品が前 2項 に該当するおそれがあるときは、運航管理者又は
ぃ長
の指示を受 けて、運送 申込人の立会いのもとに点検 し必要な措置
を講ずるもの とす る。
4 船長及び陸上作業指揮者は、前 3項 の措置を講 じたときは、直ちに、当該措置を運航管理者に報告するものとする。

第 4章   乗下船作業

(乗 船待 ちの旅 客みび車両の整 理 )

早 車場整理係員 は、乗船 待 ちの旅 客等が船舶 の離 着岸 、離 着桟 作業、車両乗降
用施設等の操 作蒸 は乗 下船 す 0車 両に ょ り危 害 を受 け な い よ う、待合所等所定の

①

②

③

-2-
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場所に整理 し待機 させ る等安全の確保に努める。
2 事車場整理係

「
員は、乗船待ち章市を車種別、行先別等に区分 し、下船する旅 客

及び車両 ?進 行に支障 とらないよう所定の場所に駐車 させ る。
3 駐車場整理係員は、貨物積載車両を点検 し、積付 け又は固縛の状況が不良 と認
められるものについては、陸上作業指 1軍 者に報告 してその指示をうけ、 当該車両
の運転車に積付けの是正又は最固縛若 しくは増固縛 を行なわせる。点検 に際 して
は、真量貨物又は崇高貨物積載車については特に留意す るものとする。
4 駐車場整理係員は、駐車中の車両を点検 し、燃料洩れの車両があるときは、陸
上作業指揮者に報告 してその指示を受け、積込みまでに修理させ又は乗船を拒否
するものとする。

5 陸上作業指揮者は、章両への積載貨物の重量又は形状が大であるため、船内に
やける積4み場所を特定し又は船内において再固縛を施す等考慮する必要がある
と弔められるときは、その旨を船凸作業指揮者に連絡する。

(乗 船準備作業 )

第  7 条 陸上1作 業指揮者及 び船 内作業指揮者 は、旅 客 の乗船 及 び車 両の積込み 作業 に関
し十分 な打 ち合せ を行 ない、各作業員 に乗船作業 開始 時刻 を周知す る。

2 禾始 開始 5分 前 にな つた とき、陸上指揮者及 び船 内作業 指揮者 は、それ ぞれ の
作業員 を西己置 して可動橋及び人道橋の遮断を解 く。
3 船内作業指揮者は可動橋及び人道襦が確実に架設 され てぃることを確認 した後
陸上作業指揮者及び船内作業員に乗船開始の合図をす る。

(旅 客の乗船)        !
第  8 条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の乗船合図を受 けた後、陸上の旅 客係員に

旅客の乗船 を開始す るよう指示する。

2 陸上の旅客係員は、旅容を乗降 口に誘導す る。
3 船内旅容係員 は、乗降 日から船内へ誘導する。
4 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、乗船旅客数 (無 料幼児を含む。 )を 把
握 しⅢ旅容疋

~員
を越えていないことを確認 して、運航管理者又は運航管理補助者

及び始長にそれでれを報告する。
(車 面の積込み )

第  9 条 陸上作業指揮:者 は、船内作業指揮者の積込み開始の合図を受けた後、陸上車両
誘導係員に車両の積込み開を始する よう指示する。        ■  .: : |
? 陸上章両誘導椋景は、章前を可動橋の先端まで誘導 し、船内の車両誘導係員 (

●必下 「船 内

=舌
蓋導粽 1具 Jと ぃ ぅ。)に 当該誘導を引継 ぐ。 この場合乗車人員 に

対rし禁煙を指示し、ヵlっ、適当な時期に今ンドフイド:々 消峰|■ てゃくものとす
る。

o 船内車両誘導係員は、乗船した車―両の中に燃焼洩のものを発見した場合は、船
内作業指撫を に率侵告 しそその指示を受け、運転 者 に応 急修理 をなさしめるか又 は i

二`秘 呈線 稼貴息、島どピ赤豊島誘導係貞から3鵬きを動 すた車両をその積伸 ナ位置まで誘導す
る。この場合、班た章両を離れ(客室に彦劫しっっぁる乗車人 (以下「航送旅客」という。)の安
i 今年!ナー分注意しなければならない。
う 航琴ィ客唇具年|―

“

挙挙行を省室の通路へ安全に誘導する。

-3-



(自 動車の積付け等 )

第  10 条 自動車の積付けは、次のとおりとする。
(1)自 動車の負担重量を平均するよう搭載すること。
(2)自 動車列の両側に幅 60cm以上の通路を船首尾方向に設けること。
(3)船首尾両端を除き、横方向に幅 lm以上の通路を 1条以上設けること。
2 船内車両誘導係員は、車両の積付けの際次の措置を講ずる。
(1)運転者に対 して、エンジンを止め、灯火装置、ラジオ等電路系統のすべてのスイッチを切 り、サイ ドブレ
ーキを引くように明確に指示し、これらを確認 した後下車させ、車両区域にとどまらないよう指示すること。
(2)前号の規定にかかわらず、危険物積載車の運転者に対して運航管理者又は船長の指示を受けて必要に応じ
車内にとどまるよう指示すること。また、ミキサー車、保冷車又は家畜等積載車で、航海中、作業のため車
両区域に立入ることの申出があった場合で、真にやむを得ないと認めるときは必要な範囲内で当該作業を認
めるものとする。

(車止め作業等)

第  11 条 係員は、すべての自動車について草止めを施す。
2 船長は、航行中に気象・海象が次表の左欄の条件に達するおそれがあると認めるときは、船内作業指揮者に
対 し、右欄の車両について車止めの増強を指示する。

船首方向からの風速  15m/s 以上
船横方向からの風速  15m/s 以上
3 船内作業指揮者は、前各頂の作業終了後、作業が完全に行われたことを確認する。
(離岸離桟準備作業 )

第 12 条 陸上作業指揮者は、搭載予定車両の積込みが終了したときは車両誘導係員を指揮 して、直ちに各
入日に遮断索を張つて通行を禁上し、船内作業指揮者にその旨を連絡する。
2 船内作業指揮者は、前項の連絡を受けたときは、可動橋の収納時刻を決定し陸上作業指揮者に連絡する。た
だし、特別の理由がない限り、可動橋の収納時刻は離岸又は離桟時刻の 2分前とする。
3 収納時刻となったときは、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は緊密な連携の下にそれぞれの作業員を指揮
して可動橋を収納する。

4 船内作業指揮者は、車両の積込みが終了したときは、作業員を指揮して航送旅客 (第 10条に定める危険物積
載車、ミキサー車、保冷車又は家畜等積載車の運転者又は監視人を除く。)が車両区域内に残留 していないこ
とを確認した後、旅客区域と車両区域間の通路又は昇降口を遮断する。
5 船内作業指揮者は、前各項の作業が終了したときは、次に掲げる事項を速やかに船長に報告する。
(1)乗船旅客数及び搭載車両数
(2)第 10条第 2項第 2号の措置をした場合は、その状況 (車種、人員等 )
(離岸又は離桟作業 )

第 13 条 陸上作業指揮者は、離岸及び離桟準備作業完了後、適切な時期に出港を放送させる (発航ベルを
鳴らさせる)と ともに、見送 り人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支
障ないことを確認して、その旨を船内作業指揮者に連絡し、綱取放し係員を所定の位置に配置する。
2 船長は、すべての出港準備作業が完了したことを確認 したならば、他の船舶の動静その他周囲の状況が出港
に支障のないことを確認のうえ、係留索を放させ慎重に離岸離桟して出港する。
3 陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取放し係員を指揮して迅速、確実に係留策を放す。
(船内巡視 )

第 14 条 船内巡視は、別項組織要領により実施する。
2 船長は、荒天等のため臨時の巡視の必要を認めたときは、臨時船内巡視班を編成 して前項以外の巡視を実施
させる。

3 船内巡視員は、異常の有無 (安全確保上改善を必要とする事項がある場合は当該事項を含む。)を船長又は
当直航海士に報告し、巡視結果を巡視記録簿に記録する。

別項 船内巡視規定
1.船内の巡視は出港配置解散後直ちに行 う。

-4-
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(1)原 則として船内巡視は、出港当直者が出港後行うものとする。
(2)荒天時等においては、適宜巡視回数を増や し前項以外の巡視を行 う。
(3)巡視員は、巡視経路により記録簿に記載された事項を点検し、異常の有無を船長又は当直航海士に報
告し、巡視記録簿に記録する。

(着岸又は着桟準備作業)

第  15 条 運航管理者又は運行管理補助者は、船長から入港連絡を受けたならば陸上作業指揮者に対し着岸
又は着桟準備作業の開始を指示する。
2 陸上作業指揮者は、船舶の着岸又は着桟時刻 10分前までに綱取り作業、可動橋の架設等に必要な作業員を
配置し、着岸又は着桟準備を行う。
(着岸又は着桟作業)

第  16 条 陸上作業指揮者は、綱取係員を指揮して迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、陸上作業
指揮者は、作業員が係留索の発射又は係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。2 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。
3 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮 して、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防
止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。
(係留中の保安)

第  17 条 船長及び運航管理者は、係留中、旅客及び車両の安全に支障のないよう係留方法並びに可動橋の
保安に十分留意する。

(下船準備作業)

第  18 条 船長は、船体が完全に着岸桟したことを確認した後、船内作業指揮者に下船のために必要な作業
の開始を指示する。

(旅客の下船)

第  19 条 船内の旅客係員は、船内作業指揮者の指揮を受け、可動橋の安全架設を確認した後、旅客を誘導
して下船させる。

(車両の陸揚げ)

第  20 条 船内作業指揮者は、船内の旅客係員を指揮して航送旅客の乗車に先立ち船内放送等により次の事
項を周知する。

(1)運転者は、係員の指示に従ってエンジンを始動すること。
(2)航送旅客は、車両甲板では禁煙を厳守すること。
2 船内作業指揮者は、着岸又は離桟後、船内車両誘導係員を指揮して航送旅容を乗車させる。3 陸上作業指揮者は、可動橋及びその付近の状況に異常のないことを確認 した後、通行止めをとき、船内作業
指揮者に陸揚げの合図をする。
4 船内作業指揮者は、前項の合図を受けたときは、船内における車両の陸揚げ準備が完了していることを確認
した後、船内車両誘導係員に車両の陸揚げを開始させる。
5 船内車両誘導係員は、車両を可動橋上に停止させることのないように誘導する。
6 陸上作業指揮者は、車両の陸揚げに際しては、陸上作業員を指揮して可動橋及びその付近並びに陸上構内に
おける車両通行の安全の確保に当たる。
(下船の終了)

第 ?l 条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者から旅容及び車両の下船が完了した旨の連絡を受けた後、陸
上作業員を指揮して可動橋の通行を遮断する。
2 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客及び車両の下船が完了したときは、その旨及び異常の有無を、
それぞれ運航管理者又は導航管理補助者及び船長に報告する。
(車両の積込み等の中止)

第 22 条 船内作業指揮者及び陸上作業指揮者は、気象・海象の変化その他の理由により、車両の積込み又
は陸揚げが危険になったと認めるときは、作業を中断し、船長及び運

“

管理者又は運航管理補助者にその旨を
連絡する。

2 船長は、前項の連絡を受けたときは、作業現場の状況を確認し、運航管理者と協議して作業を中止するか否
かを決定する。
3 船長及び導航管理者は、作業の中止又は継続を決走 したときは、直ちに始内作業指揮者及び I士差上作業指揮者
にその旨を指示する。          i
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第 1章   目  的

(目 的 )

第  1 条 この基 準 は安 全 管理 規 程 に基づ き、本 島 ～丸 亀航 路 (本 島～里浦 ～ 丸亀間 )
の作業 に 関す る基 準 を明確 に し、 もつて輸 送 に関連 す る作 業 の安 全 を確保 す
る こ とを 目的 とす る。

第 2章   作業 体制

(作 業体制 )

第  2 条 陸上作業員及 び船 内作業員の配置 は、次の区分 に よる。 なお、陸上作業指
揮者及び船 内作業指揮者 は、作業遂行上必要 と認 め る場合 は、各係 の長 を指
指名 し、その係 の作業 を指揮 さ甘 ることが出来 る。
本島～丸亀航 路 (本 島～里浦～丸亀間 )
(1)陸 上作業
① 乗 下 船 す る 旅 客 の

旅 客 誘 導 係   本
丸

② 乗 下 船 用 人 道 橋 の

人 道 橋 操 作 係   本
丸

◎ 船舶の離着岸桟時あ綱取 り、
綱 取 り、綱 放 し係     本

丸

④ 乗 船 待 機 中

旅客待合所整理係

(2)船 内作業
①  乗 下 船 す る 旅 客 の 誘 導
旅 客 誘 導 係     1名

ただ し、陸上作業員 は二う以上の作業 区分 を兼務 して差支 えない。
2 陸上作業指揮者 は、作業現場 にあっては、腕章等 の所 定の標識 をつ け、そ
の所在 を明確 に してお くもの とす る。

(陸 上作業員の所掌 )

第  3 条 陸上作業 指揮者 は、運航管理者 の命 を受 け、陸上作業員 を指揮 して陸上に
おける次の作業 を行 う。

①  乗船待機 中の旅 客の整理
②  乗 下船 す る旅 客の誘導
③  船舶 の離着岸 、離着桟時の綱取 り、綱放 し堂 び に旅 客 の乗降用施設の操
作

④  その他旅客の乗 下船 に関す る作業
(船 内作業員 の所掌 )

第  4 条  船内作業員 は、船長 の命 を受 け船舶 上にお ける次 の作業 を行 う。
①  旅 客の乗 下船時の誘導
②  船舶 の離着岸 、離着様時にや tメ る旅客 の乗降用施 設 の操作
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③  その他旅客の乗下船に関す る作業

第 3章   危険物等の取扱 い

(危 険物 の取扱 い )

第  5 条  危 険 物 の 取扱 い は、危 険物 船舶 運 送及 び貯 蔵 規 則 等 関係 法 令 に定 め る と こ
ろ に よ るほか 次 に よる もの とす る。

①  陸 上 作 業 指、揮 者 は、危 険物 運 送 の 申込 み が あ つた ときは 、 直 ち に 当該 危
険 物 の分 類 、 品 目及 び数 量 を運航 管理 者 に報 告 す る こ と。

②  運 航 管 理 者 は 、報 告 の あ った 当該危 険 物 が旅 客船 へ 搭 載 が許 され てい る
もの で あ るか 、又所 轄運 輸 局 よ り指示 され た 品 目に合 致す る もの で あ るか
ど うか を確 認 の うえ、船舶 へ の積 載方 法 につ い て船長 と協 議 して あ らか じ
め指 定 され て い る場所 に搭 載 す る よ う陸 上 作 業 指 揮者 に指 示 し、船 内作業
指 揮 者 に連 絡 す る こ と。

2 当社 は、刀 剣 、 銃器 、兵器 そ の他 旅 客 の安 全 を害す るお そ れ の あ る物 品 (

以 下 「刀 剣 等 」 とい う。 )の 運 送 は 引受 けな い。
3 陸 上 作 業 指 揮者 又 は船 内作業 員 は 、旅 客 の 手荷 物 及 び 小荷 物 、 そ の他 の物
品 が 前 2項 に該 当す るお それ が あ る と認 め る ときは 、運 航 管 理 者 又 は船 長 の
指 示 を受 け て 、運 送 申込 人 の立合 い の も とに点検 し必 要 な措 置 を講 ず る もの
とす る。

4 船 長 及 び 陸 上 作 業指揮 者 は、前 3項 の措 置 を講 じた ときは 、直 ち に 、 当該
措 置 を運 航 管 理 者 に報告 す る もの とす る。

第 4章   乗下船作業

(乗 船待 ちの旅 客の整理 )

第  6 条 船 客待合所整理係員は、乗船待 ちの旅 客が船舶 の離着岸、離着桟作業、旅
客の乗降用施設の操作により危吉を受けない よ う、待合所等所定の場所 に整
理 し待機 させ る等安全の確保に努める。

(乗 船準備作業 )

第 7 条 陸上作業指揮者及び船内作業員は、旅客の乗船作業に関 し十分な打ち合わ
せ を行い、各作業員に乗船作業開始時刻 を周知す る。
2 乗船開始 5分 前になつた時、船内作業員は舷門の遮断を解 く。
3 船内作業員は、陸上作業指揮者に乗船開始の合図をす る。

(旅 客の乗船 )

第 8 条 陸上作業指揮者は、船内作業員の乗船合図を受けた後、陸上の旅客係員に
旅客の乗船 を開始するよ う指示する。
2 陸上の旅客係員は、旅客を乗船 日に誘導す る。
3:船 内の旅客係景は、乗船 日か ら船内へ誘導す る。
4 陸上作業指揮者及び船内作業員は、乗船旅客数 (無 料幼児 を含む。 )を 把
握 し、旅客定員 を越 えていないことを眸認 して、運航管理者又は運航管理補
助者及び船長にそれぞれ報告する。

(車 両の積込み)          !               .
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第  9 条  適 用せ ず 。
(自 動 車 の積 付 け等 )

第  10 条  適 用 せ ず 。

(車 止 め及 び 固縛 装 置 取付 作 業 等 )

第  H 条  適 用 せ ず 。
(離 岸 、離桟 準備 作業 )

第  12 条  船 内旅 客係 員 は、原 則 と して離岸 又 は離桟 時刻 前 に な つ た ときは 、 直 ち に
舷 門 を閉鎖 す る。

2 船 内作業 員 は、 前各 項 の作業 が終 了 した ときは次 に掲 げ る事 項 をす みや か
に船 長 に報 告 す る。

①  乗 船旅 客数
(離岸 、離桟 作 業 )

第  13 条  陸 上 作業 指 揮者 は、離 岸 又 は離桟 準備 作 業 完 了後 、 適 切 な時期 に 出 港 を放
送 させ る (発 航 ベ ル を鳴 ら させ る)と ともに、 見 送 り人 等 が離 岸 又 は離桟 作
業 に よ り危 害 を受 けな い よ う退 避 させ 、岸 壁 上 又 は桟 橋 上 の状 況 が離 岸 又 は
離桟 に支 障 の ない こ とを確 認 して、 そ の 旨 を船 内 作 業 指 揮 者 に連 絡 し

綱 取 り放 し係 員 を所 定 の位 置 に配 置す る。

2 船 長 は、す べ て の 出港 準備 が完 了 した こ とを確 認 した な らば、他 の船舶 の
動 静 そ の他 周 囲 の状 況 が 出港 に支 障 が ない こ とを確 認 の うえ、係 留索 を放 さ
せ 慎 重 に離岸 又 は離桟 して 出港 す る。

3 陸上 作業 指揮 者 は、船 長 の指示 に よ り綱 取放 し係 員 を指 揮 して迅速 、確 実
に係 留 索 を放 す。

(船 内巡 視 )

第  14 条  船 内巡視 は、別 項 に定 め る組 織 及 び 要領 に よ り実施 す る。
2 船長 は、荒 天 等 の た め臨時 の巡視 を必要 と認 め た ときは、 臨 時船 内 巡視 ワ王
を編成 して 、 前項 以外 の巡 視 を実施 させ る。

3 船 内巡視 員 は、異 常 の有 無 (安 全確 保 上 改 善 を必 要 とす る事 項 が あ る場合
は 当該 事 項 を含 む。 )を 船 長 又 は 当直航海 士 に報 告 し、巡 視 結 果 を巡 視 記録
簿 に記 録 す る。

別 項  船 内巡視 規 程
1 船 内 の巡 視 は出港 配 置解 散 後 直 ちに行 う。
① 原則 として船内巡視は、出入港当直者が出港後行 うもの とす る。
② 荒天時等においてはヽ適宜巡視回数をふや し前項以外の巡視 を行 う。
③ 巡視員は、巡視経路により記録簿に記載 された事項 を点検 し、異常の有
無を船長又は当直航海士に報告 し、巡視結果 を巡視記録簿に記録す る。

(着岸、着桟準備作業)   '
第 15 条 運航管理者は、船長か ら入港連絡を受けたな らば陸上作業指揮者に対 し着

岸又は着桟準備作業の開始を指示する。
2 陸上作業指揮者は、船舶の着岸又は着桟時刻 10分 前までに綱取 り作業に必
要な作業員を配置 し、着岸又は着桟準備を行 う。

(着岸、着機作業 )

第 16 条 陸上作業指揮者は、綱取 り係員を指揮 して迅速、確実に綱取 り作業を実施
す る。 この場合、陸上作業指揮者は、作業員が係留索の投綱又は係留索の緊
縮等により危害を受けることのないよ う十介注意す る。

fゝ
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2 船 内作 業 員 は 、船 長 の指示 に よ り迅速 、確 実 に作 業 を実施 す る。
(係 留 中の保安 )

第  17 条 船長及 び運航 管理者 は、係留中、旅客の安全 に支障のないよ ぅ係 留方法 に
十分留意す る。

(下 船準備作業 )

第  18 条 船長 は、船 体が完全 に着岸又は着桟 した こ とを確認 した後、船内作業指揮
者 に下船 のため必要 な作業の開始 を指示す る。
2 船内作業員 は、適切 な時機 に船内放送等 に よ り旅 客 に下船準備の案内をす
る。

(旅 客 の下船 )

第  19 条  船 内作 業 員 は旅 客乗 降舷 門 にあって旅 客 を誘 導 して 下船 させ る。
(車 両の陸揚 げ )

第  20 条 適用せず。
(下 船 の終了 )

第  21 条 船内作業員 は、旅 客の下船が完了 した事 を確認後 、舷 門を遮断す る。
2 陸上作業指揮者及び船 内作業員は、旅客 の下船 が完 了 した ときは、その 旨
及び異常の有無 をそれ ぞれ運航管理者及び船長 に報告す る。

(車 両の積込み等の中止 )

第  22 条 適用せず。

第 5章   旅客の遵守事項等 の周知

(乗 船 待 ち旅 客 に対 す る遵 守 事 項 等 の周 知 )

第  23 条  運航 管 理 者 は 、乗 船 待 ちの旅 客 に対 して 次 の 事 項 を掲 示 及 び放送 等 に よ り
周知 しなければならない。

① 旅客は、乗下船時、係員の誘導に従 うこと。
② 船内においては、船長その他の乗組員の指示に従 うこと。
③ 船内においては、他人に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為
をしないこと。

④ その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項
(乗 船旅客に対する遵守事項等の周知 )
第 24 条 船長は、旅客が乗船 している間適宜の時間に次の事項を放送等により周知

しなければならない。

① 旅客の禁止行為が掲示されている場所及びその主要事項
② 救命胴衣の格納場所・着用方法
◎ 非常の際の避難要領 (非 常信号 。避難径路等 )
④ 病気・盗難等の発生 した壕J^合 の乗組員への通報
⑤ その他旅客が遵守すべき事項
2 船長|ユ 、船内の見易い場所に前項各号の事項を掲示しておかなければなら
ない。

(旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示)

第  25 余  船長は、救命胴衣の着用に関し、旅客に以下の措置を講じなければならない。
① 気象・海象の悪化等、利用者の安全眸保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用
されること。      ,               :

rf'｀、

以  上


